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   勤労貧困層の解消に向けた社会的セーフティネットの 

再構築に関する要望意見書 

 

パート・派遣労働者などの非正規労働者は、現在、労働者全体の

三分の一を超え、しかも不安定雇用と低賃金のため、生活保護基準

以下の収入で暮らすワーキング・プアなどが増大して、かつて多数

を占めていた中間層が二極化し、格差拡大にとどまらず今や貧困問

題が深刻な社会問題となっています。 

こうした中で、国民年金や国民健康保険の未納者の増大に示され

るように、わが国の社会的セーフティネットの中核をなす、社会保

険制度から排除される貧困層が増大しており、また、低所得、貧困

層の「最後の砦」であるべき生活保護制度も稼働年齢などを理由に

申請自体を拒否されるなど、本来の機能を果たしていません。まさ

に雇用・社会保険・公的扶助による社会的セーフティネットが機能

不全に陥っていると言わざるを得ません。 

こうした状況を放置すると、社会保障や税負担の担い手が減少す

るばかりか無年金者が増大し、１９兆円を超える生活保護費の追加

負担が将来、発生することとなります。 

格差社会是正と勤労貧困層の解消に向け、全ての国民に仕事を通

じた社会参加と所得保障を確立するため、積極的な雇用労働政策と

社会保障政策の連携による社会的セーフティネットの再構築が求め

られています。 

わが国社会の持続発展と社会的セーフティネットの再構築による

福祉社会の確立のため、次の政策の確立・実施を要望します。 

記 

１ パート・派遣労働者など非正規労働者への社会保険・労働保険

の完全適用と給付改善など、積極的雇用政策と連動した社会保険

ネットの機能強化を図ること。 

２ 雇用保険と生活保護制度との中間に、新たに「就労、生活支援

給付制度」を創設し、長期失業者や日雇い派遣など低賃金の非正



規労働者、母子世帯の母親への職業訓練など就労、自立支援を行

うこと。 

３ 住宅補助や医療・介護費補助制度の新設（住宅扶助、医療扶助

の社会手当化、単給化等）を含め、生活保護制度が福祉の「最後

の砦」として十分機能を発揮できるよう「生活保障制度」として

抜本改革を行うこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２０年６月４日 

 

 

長沼町議会議長  駒 谷 広 栄 
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